
○
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
（
平

成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。
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］
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］

１
７

略
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周
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数
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当
表

周
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数
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表
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］
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表

略
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１
表

同
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第
２
表

Ｍ
Ｈ
ｚ

－
Ｍ
Ｈ
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第
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表
Ｍ
Ｈ
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Ｍ
Ｈ
ｚ

27
.5

1
00
00

27
.5

―1
00

00

略
国
内
分
配

Ｍ
Ｈ
ｚ

無
線

局
の
目
的

周
波
数

の
使

用
に

関
す

る
条

件
国

内
分

配
Ｍ

Ｈ
ｚ

無
線

局
の
目

的
周

波
数
の
使

用
に

関
す
る

条
件

［

］

（

）

（

）

［

］

同
左

（
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（
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（
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（
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（

）

（
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４
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］
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］

［

］
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］
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］
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］
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］
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］

略
略

略
略

略
同

左
同
左

同
左

同
左

［

］

同
左

略
－

陸
上

移
動

公
共
業
務
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

高
度

道
路

交
通

シ
－

陸
上

移
動

公
共
業
務
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

高
度

道
路

交
通

シ

［

］

7
5
0

7
7
0

7
0
0

7
5
0

7
7
0

7
0
0

［

］

同
左

小
電
力
業

務
用

ス
テ
ム

用
と

し
小

電
力

業
務

用
小

電
力
業

務
用

ス
テ

ム
用
と
し

小
電
力

業
務

用
J9
1

、
、

一
般

業
務
用

へ
の
割
当

て
は

別
表

８
－

に
よ

一
般
業

務
用

へ
の

割
当
て

は
別

表
８

－
に
よ

1
0

1
0

る
る

。
。

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

略
略

略
略

略
同

左
同
左

同
左

同
左

［

］

同
左

［

］

［

］

第
３

表
略

第
３

表
同

左

国
内
周
波

数
分
配
の

脚
注

国
内

周
波

数
分

配
の

脚
注

［J1
J
9
0

］

［J1
J
9
0

］

略
同

左
～

～

J
91

J
91

（

）

未
使

用

こ
の

周
波

数
帯

は
一

次
業

務
で

陸
上

移
動

業
務

に
密

接
な

関
係

を
有

す
る

固
定

業
務

の
局

に
も

使
用

す
る

こ
、

と
が

で
き
る

。

［J
92

J
2
95

］

［J
92

J
2
95

］

略
同

左
～

～

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。


